








1.はじめに

近年になって、女性労働者の数の増加と共に、女性の就業形態は、若年短期未婚型で結婚

までの腰掛け的就業であったころに比して、質の変化も次第に顕著となってきている。既

婚女性の増加・出産後も就業・中高年者の増加や、専門的技術者や管理者も増加してきて

いる。

従来より母性保護の一環として、労働が母性機能に与える影響から保護するために、制度

や保護機能は存在している。しかし、女性労働者の意識の変革にともない、その就業形態

が労働基準法制定のころとは格段の変化を見せている現在、単に身体に与える労働からの

影響を保護するという対策のみでは対処できない状態にあると考えられる。

生活時間の中に占める職業生活の時間が長くなると、さまざまな新しい問題が起き上がっ

てくることが予想される。家事労働に従事するのは女性の役割とされていた長い歴史があ

るうえに、次代の健全育成に負う女性の母性としての役割が非常に大きい。新しい女性の

職業意識を生かしつつ、母性保護も十分となるように労働基準法も改正されたところであ

るが、より一層の Reproductive Health の観点からの検討を加え、母子保健対策に反映さ

れた、生活者としての母性を捕らえた保護が必要になってきていると考える。

制度上の保護対策はあっても、実際にうまく運用されているであろうか。働く妊婦には健

康診査を受ける時間の確保や、保健指導事項を守れる配慮がされるよう決められていても、

現在の保健医療サービスのあり方はこれに応えているであろうか。企業や健康管理者たち

は制度の運用に関心を払っているであろうか。

また制度の問題以上に視点を当てなければならないのは、女性の社会参加に対する周囲の

意識がある。本人はもとより、家族・職場の同僚や管理者たちの意識は、女性の就業と次

代の健全育成の機能とを上手に両立させることへの鍵となろう。

以上のような疑問を明らかにし、これからの働く女性の母性保護への提言ができるために、

本研究班はリサーチ・クェスチョンを①働く女性の母性保護の現状はどうなっているか?

②働く女性の母性保護の問題は何か?③働く女性の母性保護のための対策は何か?として研

究を行なった。


